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国 土 交 通 省

民間賃貸住宅政策に関する意見募集について

この度、国土交通省では、民間賃貸住宅政策に関して、下記要領のとおり、広く国
民の皆様からご意見を募集いたします。

＜民間賃貸住宅政策に関する意見募集要領＞

■意見募集内容

民間賃貸住宅政策について

※なお、今般 「安心して暮らすことができる民間賃貸住宅政策のあり方」を審議、
していた社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 民間賃貸住宅部会の「最終とりま
とめ」がとりまとめられ公表されましたので、ご参照下さい。

※民間賃貸住宅部会の資料等については、下記の国土交通省ホームページに掲載さ
れています。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_minkanchintai01.html

■意見募集期間

平成 年 月 日（金）から平成 年 月 日（日）まで22 1 15 22 1 31

■意見提出方法

、 。別添の意見提出様式に日本語で記入の上 以下のいずれかの方法で提出して下さい

( )電子メールの場合1
BCP_g_HOB_JSK@mlit.go.jp電子メールアドレス：

（電子メールの題名を「民間賃貸住宅政策に関する意見」として下さい ）。
( )郵送の場合2

100-8918 2 1 3〒 東京都千代田区霞ヶ関 － －
国土交通省住宅局住宅総合整備課「民間賃貸住宅政策に関するご意見募集担当」
あて

( ) の場合3 FAX
FAX 03 5253 1628番号 － －
国土交通省住宅局住宅総合整備課「民間賃貸住宅政策に関するご意見募集担当」
あて

■注意事項
・ご意見が 字を超える場合、その内容の要旨を記載して下さい。1000
・電子メールでのご意見提出の場合は、テキスト形式として下さい。
・電話によるご意見の受付は行いませんので、あらかじめご了承願います。
・いただいたご意見に対して、当省の考え方を示すことはいたしませんので、あら

かじめその旨ご了承願います。
、 。・いただいたご意見は 公開される場合があることをあらかじめご承知おき下さい
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国土交通省住宅局住宅総合整備課「民間賃貸住宅政策に関するご意見募集」担当あて

民間賃貸住宅政策に関する意見

該 当 項 目 ●民間賃貸住宅をめぐる紛争の未然防止について
□民間賃貸住宅に関する情報について（該当する項目の□をチェックしてくだ

□民間賃貸住宅に係る原状回復等のルールについてさい ）。

●紛争の円滑な解決について
□第三者による紛争の解決について
□原状回復等に関する保険・保証について

●滞納・明け渡しを巡る紛争について
□家賃債務保証業務等の適正化について
□滞納等が発生した場合の円滑な明渡しについて

●市場機能を通じた民間賃貸住宅ストックの質の向上
について
□質の高い民間賃貸住宅の供給 につい（新築・改良）

て
□計画的な修繕の促進について

●その他
（ ）□その他

ご 意 見 （ご意見）

（理 由）

年 齢 □ 歳未満 □ － 歳 □ － 歳20 20 29 30 39
□ － 歳 □ － 歳 □ 歳以上（該当する項目の□をチェックしてくだ 40 49 50 59 60

さい ）。

属 性 □賃借人 □賃貸人 □宅地建物取引業者
□賃貸住宅管理業者 □家賃債務保証業者 □その他（該当する項目の□をチェックしてくだ

さい ）。

住 所 □北海道 □東北 □関東 □北陸 □中部
□近畿 □中国 □四国 □九州 □沖縄（該当する項目の□をチェックしてくだ

さい ）。


